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ビデオ画像データ等を用いた

交通事故対策効果の早期検証手法
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１．はじめに

交通安全対策事業では、より効果的な対策を進

めていくために、事故要因分析・対策検討、対策

の実施、効果評価、追加対策の検討・実施からな

るPDCAサイクルにより実施することが望まれる。

また、対策の効果を早期に発現させるためには、

このPDCAサイクルを出来るだけ効率良く実施する

ことが必要となる。PDCAサイクルの中で、効果評

価については、これまで、対策前後の事故データ

を収集することにより行ってきた。しかし、事故

による正確な評価には数年分のデータが必要であ

り、正確な評価を行うためには、時間を要する。

そこで国総研では、事故データにより効果評価

を行う手法を補完するものとして、ビデオ画像等

から得られる速度データや車両同士の錯綜挙動に

より対策の効果評価を行う手法を開発している。

２．車両挙動映像の分析による効果評価

図-1は、実験対象箇所を通行する車両の、仮設

対策設置前後の速度分布である。速度については

ビデオ画像から読み取っている。本実験での仮設

対策は、前方への注意喚起及び速度抑制を行うこ

とを目的とし簡易に道路に段差を設ける簡易式体

感マットを設置するとともに、速度抑制及び車線

変更に伴う追突事故の危険性があることを呼びか

けることを目的とした注意喚起看板を設置した。

仮設対策による速度低下が確認できる。速度と

事故の関係については、今後も検証を重ねる必要

があるものの、選択された対策工種(本実験では、

簡易式体感マット等)による対策目的(本実験では、

速度抑制)の達成度を評価することは可能である。

表-1は、錯綜事象回数の変化について整理した

ものである。ここでは、急ブレーキ、急ハンドル

といった回避行動を伴う危険事象を錯綜事象とし

ている。錯綜事象の回数は、ビデオ画像を仮設対

策設置前後とも同じ調査員が目視確認することに

より計上している。

設置後の錯綜事象は大幅に削減されていること

がわかる。ただし、事故と錯綜事象の相関関係は

十分に検証されておらず、対策効果の検証に活用

するためには、事故と錯綜事象の相関関係につい

ての分析を進めていく必要がある。実験対象箇所

においては、事故データ収集期間の目安とされる4

年間で、17件の追突事故が発生している。事故デ

ータとの相関関係が確認されれば、24時間のビデ

オ画像データにより事故データと同等のデータ量

による評価が可能になると考えられる。

３．まとめと今後の課題

上述の通り、対策前後の画像データから、速度

等の車両挙動を読み取ることで、対策工種として

選定したものの効果が十分に発揮されているかど

うかを確認することが出来る。また、事故と錯綜

事象との相関関係を整理することで、交通安全対

策効果の早期評価も可能になるものと考えられる。

表-1 対策前後の錯綜事象発生回数の変化

対策前 対策後

急な車線変更 21 1
前方車との急接近 1 0
合計 22 1
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→4.7km/h低下

図-1 対策前後の走行速度分布の変化
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１．はじめに 

平成17年の構造計算図書偽装事件を踏まえ、平

成19年の建築基準法改正では、建築物の構造安全

性能検証法（以下、「検証法」と呼ぶ。）の適用

において、設計者の恣意的判断の入る余地を極力

少なくし、確実に安全側の結果が得られるように、

従前よりも、基準が詳細に決められることとなっ

たが、反面、運用が硬直化する部分も生じた。 

そこで、建築研究部及び総合技術政策研究セン

ターでは、「建築物の構造安全性能検証法の適用

基準の合理化に関する研究」(平成19年度～21年

度)に取り組み、各種検証法の背景にある、又は、

あるべき余裕度や安全率について調査、検討を行

った。このような調査、検討の積み重ねにより、

余裕度や安全率をより合理的に設定できるように

なり、検証法の適用方法の明確化、合理化が図れ

るものと考えた。 

 

２．本研究における取り組み 

木造住宅建築物については、各種検証法に基づ

く試設計建築物を複数作成し、詳細な時刻歴応答

解析により倒壊、破壊までの挙動を追跡して、各

種検証法に含まれる余裕度、安全率を調査した。

また、鉄筋コンクリート造建築物については、保

有水平耐力計算より、より精緻な検証法である限

界耐力計算による方が経済的な設計ができること

が明らかとなっているが、その分、余裕度が低減

することが懸念されることから、一定の余裕度が

確保されるよう限界耐力計算を構成する各種係数

の設定方法を信頼性解析に基づき検討した1)。 

図１は、木造建築物の場合(２階建てと３階建

て)の余裕度検討の結果の一例2)である。 

 

①壁量計算 ②許容応力度計算 

③限界耐力計算(安全限界

変形角1/20) 

④限界耐力計算(安全限界

変形角1/30) 

図１ 各検証法における耐震余裕度検討例(木造) 

 

３．おわりに 

 各種検証法により確保される余裕度等に関する

本研究の成果は、今後、各種検証法の適用方法検

討のための技術資料として活用する。また、余裕

度設定に関する調査研究は今後も継続して行う。 
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